
（
手
続
補
正
書
の
様
式
等
）

（
手
続
補
正
書
の
様
式
等
）

第
十
五
条

手
続
の
補
正
の
う
ち
、
様
式
第
一
若
し
く
は
様
式
第
二
、
様
式
第
三
か
ら
様
式
第
十
二
ま
で
、
様
式

第
十
四
若
し
く
は
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
別
に
定
め
る
様
式
、
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特

許
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
、同
規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
四
、

同
規
則
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
九
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
十
一
、
同
規
則
第
十

一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
十
六
、
同
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
十
八
若
し
く
は

同
規
則
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
十
二
、
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
三
十
六
、
同
規
則
二
十
七
条
の
四
の
二

第
四
項
に
規
定
す
る
様
式
第
三
十
六
の
三
、
同
規
則
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
様
式
第
三
十
八
若
し
く
は

同
規
則
第
二
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
様
式
第
四
十
又
は
第
十
九
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行

規
則
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
四
の
三
、
同
規
則
第
五
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
様

式
第
六
十
五
の
二
、
同
規
則
第
五
十
条
の
二
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
四
、
同
規
則
第
五
十
条
の
三
に
規

定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
六
、
同
規
則
第
五
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
九
、
同
規
則
第
五

十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
一
、
同
規
則
第
五
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第

六
十
五
の
十
三
、
同
規
則
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
五
、
同
規
則
第
五
十
八

条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
七
、
同
規
則
第
六
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十

五
の
十
九
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
二
十
一
、
同
規
則
第
六
十
一
条
の
十
一
第
三
項
に
規

定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
二
十
三
若
し
く
は
同
規
則
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
二
十

五
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
を
特
許
庁
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
し
た
手
続
の
補
正
は
様
式
第
十
四
に
よ
り
、
様

式
第
二
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
を
特
許
庁
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
し
た
手
続
の
補
正
は
様
式
第
十
四
の

二
に
よ
り
、
そ
れ
以
外
の
手
続
の
補
正
は
様
式
第
十
五
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条

手
続
の
補
正
の
う
ち
、
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
十
二
ま
で
、
様
式
第
十
四
若
し
く
は
第
二
条
第
五
項

に
規
定
す
る
別
に
定
め
る
様
式
、
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
、
同
規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
四
、
同
規
則
第
九
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
様
式
第
九
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
十
一
、
同
規
則
第
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

様
式
第
十
六
、
同
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
十
八
若
し
く
は
同
規
則
第
十
四
条
第
一
項
及
び

第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
十
二
、
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条

の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
三
十
六
、
同
規
則
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
様
式
第
三
十
八
若
し

く
は
同
規
則
第
二
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
様
式
第
四
十
又
は
第
十
九
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法

施
行
規
則
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
四
の
三
、
同
規
則
第
五
十
条
第
五
項
に
規
定
す

る
様
式
第
六
十
五
の
二
、
同
規
則
第
五
十
条
の
二
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
四
、
同
規
則
第
五
十
条
の
三

に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
六
、
同
規
則
第
五
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
九
、
同
規
則

第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
一
、
同
規
則
第
五
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様

式
第
六
十
五
の
十
三
、
同
規
則
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
五
、
同
規
則
第
五

十
八
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
七
、
同
規
則
第
六
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
様
式
第

六
十
五
の
十
九
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
二
十
一
、
同
規
則
第
六
十
一
条
の
十
一
第
三
項

に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
二
十
三
若
し
く
は
同
規
則
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の

二
十
五
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
を
特
許
庁
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
し
た
手
続
の
補
正
は
様
式
第
十
四
に
よ

り
、
そ
れ
以
外
の
手
続
の
補
正
は
様
式
第
十
五
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
〜
４

﹇
略
﹈

２
〜
４

﹇
略
﹈

（
特
許
法
施
行
規
則
の
準
用
）

（
特
許
法
施
行
規
則
の
準
用
）

第
十
九
条

特
許
法
施
行
規
則
第
一
章
（
総
則
）（
第
四
条
の
三
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一

号
及
び
第
十
七
号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
、
第
四
条
の
四
、
第
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
か
ら
第

十
一
条
の
二
の
三
ま
で
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
並
び
に
第
十
九
条
を
除
く
。）

の
規
定
は
、
意
匠
登
録
出
願
、
国
際
登
録
出
願
（
同
規
則
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
限
る
。）、
請

求
そ
の
他
意
匠
登
録
に
関
す
る
手
続
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び

第
九
条
第
一
項
中
「
及
び
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
拒
絶
査
定
不
服
審
判
又
は
補
正
却
下
決

定
不
服
審
判
」
と
、
第
四
条
の
二
第
五
項
中
「
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
の
出
願
、
特
許
異
議
の
申
立

て
又
は
審
判
、
再
審
若
し
く
は
判
定
の
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
審
判
、
再
審
又
は
判
定
の
請
求
」
と
、
第
四
条

の
三
第
一
項
中
「
三

特
許
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
（
も
と
の
特
許
出
願
の
代
理
人

に
よ
る
場
合
を
除
く
。）」
と
あ
る
の
は
「
三

意
匠
法
第
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
三
第
一
項
（
同

法
第
五
十
条
第
一
項
（
同
法
第
五
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
意
匠
登
録
出
願
（
も
と
の
意
匠
登
録
出
願
の
代
理
人
に
よ
る
場
合
を
除
く
。）」と
、

「
十
二

審
判
の
請
求
（
拒
絶
査
定
不
服
審
判
を
除
く
。）」
と
あ
る
の
は
「
十
二

審
判
の
請
求
（
拒
絶
査
定

不
服
審
判
及
び
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
を
除
く
。）」
と
、
第
四
条
の
三
第
三
項
中
「
五

特
許
法
第
百
九
十

第
十
九
条

特
許
法
施
行
規
則
第
一
章
（
総
則
）（
第
四
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
四
条
の
三
第
一
項
第
四

号
、
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
及
び
第
十
七
号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
、
第
四
条
の
四
、
第
九
条
第
二

項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
の
三
ま
で
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三

条
の
三
並
び
に
第
十
九
条
を
除
く
。）の
規
定
は
、
意
匠
登
録
出
願
、
国
際
登
録
出
願
（
同
規
則
第
一
条
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
に
限
る
。）、
請
求
そ
の
他
意
匠
登
録
に
関
す
る
手
続
に
準
用
す
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
規
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
中
「
及
び
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
拒
絶

査
定
不
服
審
判
又
は
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
」
と
、
第
四
条
の
三
第
一
項
中
「
三

特
許
法
第
四
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
（
も
と
の
特
許
出
願
の
代
理
人
に
よ
る
場
合
を
除
く
。）」
と
あ
る
の
は
「
三

意
匠
法
第
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
五
十
条
第
一
項
（
同
法
第
五
十
七
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
意
匠
登
録
出
願

（
も
と
の
意
匠
登
録
出
願
の
代
理
人
に
よ
る
場
合
を
除
く
。）」
と
、「
十
二

審
判
の
請
求
（
拒
絶
査
定
不
服
審

判
を
除
く
。）」
と
あ
る
の
は
「
十
二

審
判
の
請
求
（
拒
絶
査
定
不
服
審
判
及
び
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
を

除
く
。）」
と
、
第
四
条
の
三
第
三
項
中
「
五

特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
過
誤
納
の
手

五
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
過
誤
納
の
手
数
料
の
返
還
請
求
」
と
あ
る
の
は

数
料
の
返
還
請
求
」
と
あ
る
の
は

十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
六
十
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
個
別
指
定
手
数
料
の
返
還
請
求

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
過
誤
納
の
手
数
料
の
返
還
請
求

」

の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
個
別
指
定
手
数
料
の
返
還
請
求

の
返
還
請
求

」

と
、
第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
十
一
条
の
五
第
一

及
び
第
二
項
、
第
九
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
十
一
条
の
五
第
一
項
中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と
あ
る
の
は

「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
若
し
く
は
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
」
と
、
第
十
条
中
「
特
許
法
第
三
十
条
第
三
項
」

「
五

意
匠
法
第
六
十
条
の
二

五
の
二

意
匠
法
第
六
十
七

「
五

意
匠
法
第
六
十
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
六
十
条

五
の
二

意
匠
法
第
六
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
過
誤
納
の
手
数
料

と
、
第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
の
二
第
一
項

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報


		2021-03-30T15:08:16+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	（なし）




